
 

三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例案について 

 

第１ 内容 

飲酒運転の根絶に関し、県の責務並びに県民及び事業者の努力を明らか

にするとともに、基本的な計画の策定、教育及び知識の普及、アルコール

依存症に関する受診義務その他必要な事項を定めることにより、飲酒運転

の根絶に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民が安心して

暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とするものである。 

 
第２ 施行期日 

平成二十五年七月一日から施行する。ただし、アルコール依存症に関す
る受診義務については、平成二十六年一月一日から施行する。
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   三 重 県 飲 酒 運 転 ０
ゼ ロ

を め ざ す 条 例 

飲 酒 運 転 に よ る 事 故 か ら 県 民 一 人 ひ と り の 命 を 守 り た い 。 こ れ は 、 誰 も が 願 う 切

実 な 思 い で あ る 。 し か し 、 法 律 に よ る 厳 罰 化 が 進 み 飲 酒 運 転 に 対 す る 社 会 的 非 難 が

高 ま っ て い る に も か か わ ら ず 、 県 内 に お い て も い ま だ 飲 酒 運 転 に よ る 事 故 は な く な

ら ず 、 大 切 な 命 が こ の 本 来 防 ぐ こ と が で き る 事 故 に よ り 奪 わ れ て い る 。 

私 た ち は 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 の た め に は 、 法 律 に よ る 厳 罰 化 と い う 外 形 的 な 対 応 だ

け で は な く 、 規 範 意 識 の 定 着 や 再 発 防 止 と い う 内 面 的 な 観 点 か ら の 取 組 が 必 要 で あ

る と 考 え る 。 そ し て 、 規 範 意 識 の 定 着 の た め に は 教 育 機 関 等 に よ る 教 育 及 び 知 識 の

普 及 を 、 ま た 再 発 防 止 の た め に は 特 に ア ル コ ー ル 依 存 症 に 意 識 を 向 け る こ と を 、 実

効 性 あ る 施 策 の 具 体 的 な 取 組 と し て 掲 げ る 。 

ま た 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 の た め に は 、 公 務 に 携 わ る 者 が 率 先 し て 取 り 組 む こ と は も

ち ろ ん 、 県 民 一 人 ひ と り が 飲 酒 運 転 は 大 切 な 命 を 奪 う 重 大 な 事 故 の 原 因 と な る こ と

を 深 く 認 識 す る と と も に 、 飲 酒 運 転 を し な い 、 さ せ な い 、 許 さ な い と い う 強 い 自 覚

を 持 っ て 取 り 組 む こ と が 重 要 で あ る 。 

こ こ に 、 私 た ち は 、 規 範 意 識 の 定 着 及 び 再 発 防 止 と い う 観 点 か ら の 取 組 を 中 心 に 、

県 、 県 民 等 が 一 致 協 力 し 飲 酒 運 転 を 根 絶 す る た め の 取 組 を 行 う こ と に よ り 、 一 日 で

も 早 く 飲 酒 運 転 が ０
ゼ ロ

と な る こ と に 願 い を 込 め 、 こ の 条 例 を 制 定 す る 。 

 （ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 し 、 県 の 責 務 並 び に 県 民 及 び 事 業 者 の 努

力 を 明 ら か に す る と と も に 、 基 本 的 な 計 画 の 策 定 、 教 育 及 び 知 識 の 普 及 、 ア ル コ

ー ル 依 存 症 に 関 す る 受 診 義 務 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 飲 酒 運 転 の

根 絶 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 県 民 が 安 心 し て 暮 ら す こ



と の で き る 社 会 の 実 現 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。 

 （ 定 義 ） 
第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。 

 一 飲 酒 運 転 酒 気 を 帯 び て 自 動 車 等 を 運 転 す る 行 為 

 二 自 動 車 等 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 九 号 に

規 定 す る 自 動 車 、 同 項 第 十 号 に 規 定 す る 原 動 機 付 自 転 車 及 び 同 項 第 十 一 号 の 二

に 規 定 す る 自 転 車 

 三 飲 食 店 営 業 者 酒 場 、 料 理 店 そ の 他 酒 類 を 専 ら 自 己 の 営 業 場 に お い て 飲 用 に

供 す る こ と を 業 と す る 者 

 四 酒 類 販 売 業 者 酒 税 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 六 号 ） 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 酒 類 の 販 売 業 免 許 を 受 け た 者 

 （ 県 の 責 務 ） 

第 三 条 県 は 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 策 定 し 、 及 び 実

施 す る 責 務 を 有 す る 。 

２ 県 は 、 県 民 、 事 業 者 等 が 行 う 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 取 組 に 関 し 、 必 要 な 支 援

を 行 う も の と す る 。 

 （ 県 民 の 努 力 ） 

第 四 条 県 民 は 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 取 組 を 自 ら 進 ん で 行 う よ う 努 め る と と も

に 、 県 そ の 他 の 者 が 行 う 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 施 策 又 は 取 組 に 協 力 す る よ う 努

め る も の と す る 。 

 （ 事 業 者 の 努 力 ） 

第 五 条 事 業 者 及 び 事 業 者 団 体 は 、 そ の 事 業 の 特 性 を 踏 ま え つ つ 、 飲 酒 運 転 の 根 絶

に 関 す る 取 組 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。 

２ 飲 食 店 営 業 者 は 、 前 項 の 取 組 を 行 う に 当 た っ て は 、 酒 類 の 提 供 を 受 け る 者 が 提

供 さ れ た 場 所 か ら 移 動 す る に 際 し て 、 飲 酒 運 転 が 行 わ れ な い よ う 特 に 配 慮 す る よ

う 努 め る も の と す る 。 

３ 酒 類 販 売 業 者 は 、 第 一 項 の 取 組 を 行 う に 当 た っ て は 、 酒 類 を 購 入 す る 者 が 購 入

し た 場 所 か ら 移 動 す る に 際 し て 、 飲 酒 運 転 が 行 わ れ な い よ う 特 に 配 慮 す る よ う 努

め る も の と す る 。 

 （ 基 本 計 画 ） 

第 六 条 知 事 は 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る た め 、

飲 酒 運 転 根 絶 に 関 す る 基 本 的 な 計 画 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 基 本 計 画 」 と い う 。 ）

を 定 め な け れ ば な ら な い 。 

２ 基 本 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。 



 一 次 条 に 規 定 す る 教 育 及 び 知 識 の 普 及 に 関 す る 事 項 

 二 第 八 条 に 規 定 す る 再 発 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項 

 三 第 九 条 に 規 定 す る 受 診 義 務 に 関 す る 事 項 

 四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画

的 に 推 進 す る た め に 必 要 な 事 項 

３ 知 事 は 、 基 本 計 画 を 策 定 し 、 又 は 変 更 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 議 会 に 報

告 す る と と も に 、 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 

４ 知 事 は 、 毎 年 一 回 、 基 本 計 画 に 基 づ く 施 策 の 実 施 状 況 に つ い て 議 会 に 報 告 す る

と と も に 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 教 育 及 び 知 識 の 普 及 ） 

第 七 条 県 は 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 教 育 及 び 知 識 の 普 及 の た め に 必 要 な 措 置 を

講 ず る も の と す る 。 

２ 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 そ の 他 の 教 育 機 関 は 、 そ の 性 格 に 応 じ た 飲 酒 運 転 の

根 絶 に 関 す る 教 育 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。 

 （ 再 発 防 止 の た め の 措 置 ） 

第 八 条 県 は 、 飲 酒 運 転 を し た 者 に 対 し 、 飲 酒 運 転 の 再 発 防 止 の た め の 教 育 そ の 他

必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 受 診 義 務 ） 

第 九 条 県 内 外 に お い て 道 路 交 通 法 第 百 十 七 条 の 二 第 一 号 又 は 同 法 第 百 十 七 条 の

二 の 二 第 三 号 の 違 反 行 為 を し た 県 民 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 飲 酒 運 転 違 反 者 」 と

い う 。 ） は 、 知 事 が 指 定 す る 医 療 機 関 に お い て 、 ア ル コ ー ル 依 存 症 に 関 す る 診 断

を 受 け 、 知 事 に 対 し 、 当 該 診 断 を 受 け た 旨 を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

既 に ア ル コ ー ル 依 存 症 と 診 断 さ れ て い る 者 そ の 他 の 三 重 県 規 則 で 定 め る 者 に つ

い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

２ 知 事 は 、 三 重 県 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 飲 酒 運 転 違 反 者 に 対 し 、 前 項 に 規

定 す る 受 診 及 び 報 告 を 行 う べ き 旨 並 び に 当 該 受 診 及 び 当 該 報 告 の 期 限 を 通 知 す

る も の と す る 。 

３ 知 事 は 、 前 項 に 規 定 す る 通 知 を 受 け た 飲 酒 運 転 違 反 者 が 同 項 に 規 定 す る 報 告 の

期 限 ま で に 第 一 項 に 規 定 す る 報 告 を し な い と き は 、 当 該 飲 酒 運 転 違 反 者 に 対 し 、

同 項 に 規 定 す る 受 診 及 び 報 告 を 行 う よ う 勧 告 を す る こ と が で き る 。 

４ 飲 酒 運 転 違 反 者 の 家 族 等 は 、 当 該 飲 酒 運 転 違 反 者 が 第 一 項 に 規 定 す る 受 診 及 び

報 告 を し な い と き は 、 当 該 飲 酒 運 転 違 反 者 に 対 し 、 同 項 に 規 定 す る 受 診 及 び 報 告

を 行 う よ う 促 す 等 適 切 な 対 応 に 努 め る も の と す る 。 

５ 知 事 は 、 医 療 機 関 の 指 定 等 第 一 項 に 規 定 す る 事 務 に 必 要 と な る 事 項 を 定 め る も

の と す る 。 



６ 公 安 委 員 会 は 、 知 事 に 対 し 、 第 二 項 に 規 定 す る 事 務 に 必 要 と な る 飲 酒 運 転 違 反

者 の 情 報 の 提 供 を 行 う も の と す る 。 
７ 第 一 項 に 規 定 す る 診 断 を 行 っ た 医 療 機 関 は 、 診 断 の 結 果 、 ア ル コ ー ル 依 存 症 と

診 断 さ れ た 者 に 対 し 、 ア ル コ ー ル 依 存 症 の 治 療 に 関 し 、 積 極 的 に 助 言 及 び 指 導 を

行 う よ う 努 め る も の と す る 。 

 （ 相 談 ） 

第 十 条 県 は 、 飲 酒 運 転 を す る お そ れ の あ る 者 及 び そ の 家 族 等 か ら の 相 談 に 応 じ る

た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 情 報 の 提 供 等 ） 

第 十 一 条 県 は 、 県 民 、 事 業 者 等 が 行 う 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 取 組 に 資 す る た め 、

飲 酒 運 転 の 状 況 に 関 す る 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 分 析 を 行 い 、 適 宜 、 そ の 結 果 の 提

供 を 行 う も の と す る 。 

 （ 推 進 運 動 の 日 ） 

第 十 二 条 県 民 の 間 に 広 く 飲 酒 運 転 の 根 絶 に つ い て の 理 解 と 関 心 を 深 め る よ う に

す る た め 、 三 重 県 飲 酒 運 転 ０
ゼ ロ

を め ざ す 推 進 運 動 の 日 を 設 け る 。 

２ 三 重 県 飲 酒 運 転 ０
ゼ ロ

を め ざ す 推 進 運 動 の 日 は 、 十 二 月 一 日 と す る 。 

３ 県 は 、 三 重 県 飲 酒 運 転 ０
ゼ ロ

を め ざ す 推 進 運 動 の 日 に は 、 そ の 趣 旨 に ふ さ わ し い 行

事 が 実 施 さ れ る よ う 努 め る も の と す る 。 

 （ 表 彰 ） 

第 十 三 条 知 事 は 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 し 顕 著 な 功 績 が あ る と 認 め ら れ る 県 民 等 に

対 し 、 表 彰 を 行 う こ と が で き る 。 

 （ 委 任 ） 

第 十 四 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 三

重 県 規 則 、 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 又 は 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 九 条 の 規 定 は 、

平 成 二 十 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 調 整 規 定 ） 

２ 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 が 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 平 成 二 十 五 年 法 律 第   号 ） 第 一 条 の う ち 道 路 交 通 法 第 百 十 七 条 の 二 の 二 中

第 四 号 を 第 六 号 と し 、 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 条 に 第 一 号

及 び 第 二 号 と し て 二 号 を 加 え る 改 正 規 定 の 施 行 の 日 前 で あ る 場 合 に は 、 当 該 改 正

規 定 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る 第 九 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

同 項 中 「 同 法 第 百 十 七 条 の 二 の 二 第 三 号 」 と あ る の は 「 同 法 第 百 十 七 条 の 二 の 二



第 一 号 」 と す る 。 

 
提 案 理 由 

 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 し 、 県 の 責 務 並 び に 県 民 及 び 事 業 者 の 努 力 を 明 ら か に す る と

と も に 、 基 本 的 な 計 画 の 策 定 、 教 育 及 び 知 識 の 普 及 、 ア ル コ ー ル 依 存 症 に 関 す る 受

診 義 務 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 施 策 を 総 合

的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 議 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎規範意識の定着 

・県による飲酒運転の根絶に関する教育及び知識の普及のために必要な措置 

・教育機関によるその性格に応じた飲酒運転の根絶に関する教育 

◎再発防止 

・県による飲酒運転をした者に対する飲酒運転の再発防止のための教育等 

・飲酒運転違反者に対するアルコール依存症に関する受診義務 

・飲酒運転に対する法律による厳罰化が進むにもかかわらず、飲酒運転が

なくならない。 

・法律による厳罰化とは違う観点からの対応が必要との認識。 
 

【制定の背景】 

【柱とする方針】 

県の役割 

・施策の総合的かつ計画的な策定及び実施 

・県民、事業者等が行う取組に関し必要な支援 

・基本計画の策定 

・教育及び知識の普及に必要な措置 

・再発防止のための教育等 

・アルコール依存症診断関係 

・飲酒運転をするおそれのある者等から 

 の相談 

・飲酒運転の状況に関する情報の提供等 

県民の努力 

・取組を自ら進んで行う努力 

・県その他の者が行う施策又は

取組に協力する努力 

事業者の努力 

・事業の特性を踏まえ取組を行

う努力 

・飲食店営業者の酒類提供時に

おける努力 

・酒類販売業者の酒類販売時に

おける努力 

教育、医療機関の役割 

・教育機関の性格に応じた飲

酒運転の根絶に関する教育 

・アルコール依存症に関する診

断並びに治療の助言及び指導 

その他の取組 

・三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進

運動の日（12月 1日） 

・表彰 

三重県飲酒運転０
ゼロ

をめざす条例概略（案） 



年月日 検討会 概        要 

H24.10.24 第 1 回 ・座長及び副座長の選出 

・今後の進め方について 

H24.11.24 第 2 回 ・飲酒運転の現状等に関する執行部からの説明（環境生活部、県警本

部） 

・他県の飲酒運転防止条例について（大分県、宮城県、山形県、沖縄

県、福岡県） 

H24.12.13 第 3 回 参考人招致 

・病院事業庁こころの医療センター 長徹二 医師 

・九州大学大学院         志堂寺和則 教授 

H25.1.21 第 4 回 条例の大枠の設定及び具体的内容の検討 

（各委員意見シート） 

H25.2.13 第 5 回 条例の大枠の設定及び具体的内容の検討 

（前文、目的、県の責務、県民の努力） 

H25.2.18～ 

2.19 

 委員有志による県外調査 

・2 月 18 日 宮城県議会事務局 

・2 月 19 日 山形県議会事務局 

H25.3.4 第 6 回 ・他県条例の調査結果について 

・正副座長たたき台案の検討（県民の努力） 

H25.3.8 第 7 回 正副座長たたき台案の検討 

（県民の努力、事業者の努力、基本計画、教育及び知識の普及、相談） 

H25.3.22 第 8 回 正副座長たたき台案の検討 

（県民の努力、事業者の努力、教育及び知識普及、受診義務、相談、

情報提供、表彰、飲酒運転根絶の日） 

H25.3.29 第 9 回 正副座長たたき台案の検討 

（県民の努力、事業者の努力、受診義務、情報提供、飲酒運転根絶の

日、目的規定、定義規定、前文、条例名） 

H25.4.5 第 10 回 正副座長たたき台案の検討 

（情報提供、目的規定、定義規定、前文、条例名） 

H25.4.18～ 

4.19 

 委員有志による県外調査 

・4 月 18 日 沖縄県議会事務局 

・4 月 19 日 沖縄県現場取組視察 

H25.4.25 第 11 回 ・骨子（案）に対する執行部の意見聴取及び検討（環境生活部、健康

福祉部、教育委員会、県警本部） 

・各関係者意見検討（関係団体等意見、会派意見） 

H25.4.26 第 12 回 条例（中間案）策定 

H25.5.1~5.31  パブリックコメント 

H25.6.7 第 13 回 条例最終案確定 

 全員協議会にて条例最終案の説明 H25.6.10 

第 14 回 条例案の確定及び提出 

H25.6.12  上程 

 

飲酒運転防止に関する条例検討会の検討経過 


